
軽度者に対する福祉用具貸与（例外給付）の流れ（令和5年12月まで）

居宅介護支援事業者

○確認申請書の提出

・医師の医学的な所見で状態像の判断

・サービス担当者会議録

福祉用具をレン
タルしたい

軽度者

ケアマネジャー
へ相談

医師の意見
（医学的な所見）

必要性なし

必要性あり

レンタル不可

サービス担当者

会議等

ケアプランへの
位置づけ

必要性なし

必要性あり

必要性なし

必要性の確認

レンタル可

必要性あり

必要性なし

(1）疾病その他の原因により、状態が
変動しやすく、日又は時間帯
によって、頻繁に第94号告示第31
号イに該当する者

(2）疾病その他の原因により、状態が
急速に悪化し、短期間のうちに第94号
告示第31号イに該当するに至ること

が確実に見込まれる者

(3）疾病その他の原因により、身体へ
の重大な危険性又は症状の重篤化の
回避等医学的判断から第94号告示第
31号イに該当すると判断できる者

医師の意見
・主治医意見書・診断書など
下記の状態を確認

市への申請

確認通知

不承認通知

有効期限内に、再度
確認申請の必要あり 継続レンタル可

例外給付の対象者か確認
常時、平成27年厚生省告示第94号第31号
イに定める状態 にある者
（要介護認定結果より確認）

必要性あり レンタル可


